
徳 島 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 第 一 項 第 一 号 ホ 中 「 中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 」 を 「 中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永

住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 」 に 改 め る 。

別 表 に 次 の よ う に 加 え る 。

津 田 松 原 団 地

県 営 住 宅

徳 島 市 津 田 町 三 丁 目

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 八 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 六 条 第 一 項 第 一 号 ホ の 改 正 規 定 は 、 同 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

徳 島 市 に 県 営 住 宅 を 新 設 す る こ と に 伴 い 、 所 要 の 改 正 を 行 う と と も に 、 中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 の 一 部

が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 所 要 の 整 理 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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